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「
食
品
表
示
」
新
基
準
に
対
応
し
た 

表
示
へ
の
切
替
え
は
お
済
み
で
す
か
？ 

 
 

 

加
工
食
品
と
添
加
物
に

つ
い
て
は
、
食
品
表
示
法

に
基
づ
く
新
基
準
へ
の
経

過
措
置
期
間
が
来
年
（
令

和
２
年
）
の
３
月
３１
日
で

終
了
し
ま
す
（
生
鮮
食
品

の
経
過
措
置
期
間
は
、
平

成

２８

年
９
月

３０

日
で
終

了
し
て
い
ま
す
）。 

 

令
和
２
年
４
月
１
日
以

降
に
製
造
等
し
た
食
品
は
、

旧
基
準
に
基
づ
く
表
示
で

は
販
売
で
き
ま
せ
ん
。 

 

そ
こ
で
今
回
は
、
旧
基

準
か
ら
新
基
準
へ
の
主
な

変
更
点
に
つ
い
て
簡
単
に

解
説
し
ま
す
。 

 

【
新
し
い
食
品
表
示
制
度

の
主
な
変
更
点
】 

 

① 

原
材
料
と
添
加
物
を
分
け
て
表
示 

・
原
材
料
と
添
加
物
を
記
号
「
／
」
で
区
分
す
る

か
、
改
行
し
て
表
示
、
も
し
く
は
別
欄
に
表
示
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

 

② 

ア
レ
ル
ギ
ー
表
示
に
係
る
ル
ー
ル
の
改
善 

・
一
般
的
に
ア
レ
ル
ゲ
ン
を
含
む
こ
と
が
予
測
で

き
る
食
品
に
つ
い
て
も
、
ア
レ
ル
ゲ
ン
表
示
が
義

務
付
け
ら
れ
ま
し
た
。 

・
個
別
表
示
が
原
則
で
す
が
、
一
括
表
示
す
る
場

合
は
、
原
材
料
名
欄
の
最
後
に
「（
一
部
に
○
○
・

△
△
を
含
む
）
」
と
食
品
に
含
ま
れ
る
全
て
の
ア

レ
ル
ゲ
ン
を
表
示
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

 

③ 

新
た
な
製
造
所
固
有
記
号
へ
の
移
行 

・
原
則
、
同
一
製
品
を
二
以
上
の
製
造
所
で
製
造

し
て
い
る
場
合
に
の
み
使
用
で
き
ま
す
。
こ
の
場

合
、
新
た
に
消
費
者
庁
へ
届
出
が
必
要
で
、
記
号

の
前
に
「
＋
」
を
つ
け
て
表
示
し
ま
す
。 

・
製
造
所
固
有
記
号
で
表
示
す
る
場
合
は
、
製
造

所
の
所
在
地
等
の
問
い
合
わ
せ
先
（
お
客
様
ダ
イ

ヤ
ル
等
）
、
製
造
所
の
情
報
が
掲
載
さ
れ
て
い
る

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
ア
ド
レ
ス
等
又
は
製
造
所
固

有
記
号
が
表
す
製
造
所
の
所
在
地
等
一
覧
の
い

ず
れ
か
を
表
示
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

※
旧
基
準
に
基
づ
き
取
得
し
た
製
造
所
固
有
記

号
は
、
令
和
２
年
３
月
31
日
ま
で
に
製
造
さ
れ

る
消
費
者
向
け
加
工
食
品
及
び
添
加
物
に
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

④ 

栄
養
成
分
表
示
の
義
務
化 

・
原
則
と
し
て
、
全
て
の
消
費
者
向
け
加
工
食
品

及
び
添
加
物
に
栄
養
成
分
表
示
が
必
要
で
す
。 

 

食
品
等
に
係
る
「
年
末
一
斉
取
締
り
」
を
実
施
中 

北
九
州
市
で
は
、
１２
月
２
日
か

ら
２７
日
ま
で
の
期
間
、
厚
生
労
働

省
及
び
消
費
者
庁
が
示
す
実
施

要
領
に
基
づ
き
、
「
食
品
、
添
加

物
等
の
年
末
一
斉
取
締
り
」
及
び

「
食
品
衛
生
法
等
の
規
定
に
基

づ
く
食
品
等
の
表
示
に
係
る
年
末
一
斉
取
締
り
」

の
監
視
指
導
を
実
施
し
て
い
ま
す
。 

こ
れ
ら
の
取
締
り
は
、
食
品
流
通
量
が
増
加
す

る
年
末
に
お
い
て
、
食
品
衛
生
の
監
視
指
導
を
強

化
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
毎
年
全
国
一
斉
に

行
わ
れ
ま
す
。 

特
に
、
冬
期
に
食
中
毒
患
者
が
増
加
す
る
ノ
ロ

ウ
イ
ル
ス
食
中
毒
の
発
生
防
止
の
た
め
、
病
院
や

旅
館
、
弁
当
屋
・
仕
出
し
屋
等
の
大
量
調
理
施
設

に
対
す
る
監
視
指
導
を
重
点
的
に
行
い
ま
す
。
ま

た
、
食
品
等
の
適
正
な
表
示
に
つ
い
て
、
食
品
関

連
事
業
者
等
へ
周
知
啓
発
を
行
い
ま
す
。 

取
締
り
の
結
果
は
、
厚
生
労
働
省
と
消
費
者
庁

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
そ
れ
ぞ
れ
公
表
さ
れ
ま
す
。 

 

ス
ポ
ン
ジ
等
の
洗
浄
・
殺
菌
に
つ
い
て 

 

サ
ニ
ナ
ビ
１０
月
号
で
は
、
調
理
器
具
等
の
洗

浄
・
殺
菌
の
注
意
点
に
つ
い
て
特
集
し
ま
し
た
。

今
月
号
で
は
、
調
理
器
具
等
の
洗
浄
に
用
い
る
ス

ポ
ン
ジ
の
洗
浄
・
殺
菌
方
法
を
ご
紹
介
し
ま
す

（
参
考
：
文
部
科
学
省
「
調
理
場
に
お
け
る
洗

浄
・
消
毒
マ
ニ
ュ
ア
ル
」）。
洗
浄
に
使
う
ス
ポ
ン

ジ
が
汚
染
さ
れ
て
い
る
と
、
菌
を
塗
り
広
げ
る
こ

と
に
な
る
た
め
、
定
期
的
に
殺
菌
し
ま
し
ょ
う
。 

 

【
ス
ポ
ン
ジ
・
ブ
ラ
シ
・
た
わ
し
等
の 

洗
浄
・
殺
菌
方
法
】 

① 

専
用
の
バ
ケ
ツ
に
水
と
洗
剤
を
加
え
て
浸
け

置
き
液
を
作
る
。 

② 

用
途
別
（
汚
染
作
業
区
域
ま
た
は
非
汚
染
作

業
区
域
の
調
理
器
具
・
機
械
等
の
洗
浄
用
と
掃
除

用
な
ど
）
に
ス
ポ
ン
ジ
、
ブ
ラ
シ
、
た
わ
し
等
を

入
れ
、
よ
く
揉
み
洗
い
す
る
。 

③ 

流
水
で
十
分
す
す
ぐ
。 

④ 

専
用
の
容
器
に
２００

ｐｐｍ
の
次
亜
塩
素
酸
ナ
ト

リ
ウ
ム
溶
液
を
入
れ
、
５
分
間
浸
け
置
き
す
る
。 

⑤ 

流
水
で
十
分
す
す
ぐ
。 

⑥ 

水
気
を
切
り
、
十
分
に
乾
燥
さ
せ
る
。 

※
次
亜
塩
素
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
溶
液
に
浸
け
込
む

時
間
が
長
す
ぎ
た
り
、
流
水
に
よ
る
す
す
ぎ
が
不

十
分
だ
と
、
ス
ポ
ン
ジ
等
の
劣
化
が
早
ま
っ
て
し

ま
う
た
め
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

編
集
後
記 

 

今
年
も
サ
ニ
ナ
ビ
を
ご
愛
読
い
た
だ
き
、
誠
に

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
立
入
時
に
サ
ニ
ナ

ビ
が
掲
示
さ
れ
て
い
る
の
を
見
か
け
る
と
励
み

に
な
り
ま
す
。 

今
月
の
写
真
は
、「
シ
ャ
チ
」
で
す
。 

 旧基準表示が認められる対象 

一般用 

加工食品・添加物 

令和２年３月３１日までに 

製造、加工又は輸入されるもの 

業務用 

加工食品・添加物 

令和２年３月３１日までに 

販売されるもの 


